
株式ミニ投資のお取扱い終了に伴う残⾼移管等の概要
【NISA/ジュニアNISA⼝座】

お客様の
ご意向

6/18(⽉)以降も継続保有

単年買付での
単元到達分

NISAるいとう株式
として継続保有

保有分の
ご売却

約款変更に
ご異議が
ある場合

6/15(⾦)

6/18(⽉)

6/20(⽔)

弊社にて
換⾦

弊社取扱窓⼝
まで

異議申⽴て
をお願いします

お客様⼝座
へのご⼊⾦

弊社取扱窓⼝
またはオンライン
トレードで

株式ミニ投資の
ご売却注⽂をお
願いします

取扱終了時
残⾼なし

単元株に不⾜して
いる株数の
買増の注⽂を
お願いします

6/14(⽊)
まで

弊社にて、
NISAるいとうに
残⾼移管

NISAるいとう株式と
して取扱開始
NISAるいとうでも
⼝座管理料は
かかりません

3/30(⾦)
まで

6/8(⾦)
まで

お客様のお⼿続きは
不要です。

単元振替後

NISA⼝座で
単元株として
取扱開始

複数年買付での
単元到達分

単元株に不⾜して
いる株数の
買増の注⽂を
お願いします

単元振替後

課税⼝座で
単元株として
取扱開始

移管に係るお客様の⼿
続きは不要です

NISA⼝座内で
単元振替可能

課税⼝座移管後
単元振替可能※1

NISA⼝座内で
るいとうへ移管可能

単元振替申出
↓

弊社にて
お申出に伴う
振替え

課税⼝座での
単元振替申出

↓
課税⼝座に
ミニ株移管

↓
課税⼝座で
弊社にて
単元振替

※1 課税⼝座へ移管される場合、それ以降の譲渡所得・配当所得は課税されます。
また、課税⼝座の特定⼝座に移管される場合、同⼀年に買付された同⼀銘柄の株式は、すべて移管する必要がございます。

※2 課税⼝座へ移管後の所得価額は、移管⽇時価となります。
(注) ミニ株の新規銘柄のお買付けは、4/6(⾦)注⽂分までとさせていただきます。

単元株として継続保有

6/8までに 6/14までに 3/30までに6/8までに

6/14までご異議を
撤回されない場合
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単元到達後 単元到達後

３ ４

課税⼝座移管
以降の所得は
課税されます※2


